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（図表１１）以下は平成 19 年茨城県医療機能・連携調査より

医療機関数，在宅医療サービスの種類×二次医療圏別

在宅医療等  計 水戸 日立
常陸太田・

ひたちなか
鹿行 土浦 つくば

取手・
竜ヶ崎

筑西・下
妻

古河・坂
東

01往診 526   85     33     58     36     52     64     95     65     38     
02在宅患者訪問診療 361   72     30     39     20     34     49     59     37     21     
03在宅時医学総合管理 160   27     11     18     6      16     31     20     23     8      
04在宅末期医療総合診療 55    9      4      8      2      8      7      8      8      1      
05救急搬送診療 66    17     6      5      5      10     10     6      4      3      
06在宅患者訪問看護指導 112   17     16     18     8      9      12     16     12     4      
07在宅患者訪問点滴注射管理指導 62    15     6      11     3      4      4      13     2      4      
08在宅訪問リハビリテーション指導管理56    -      6      4      4      7      11     16     4      4      
09訪問看護指示 367   62     26     42     28     38     48     65     35     23     
10在宅患者訪問薬剤管理指導 19    3      3      2      1      3      2      3      2      -      
11在宅患者訪問栄養食事指導 21    2      5      4      2      5      1      2      -      -      
12退院前在宅療養指導管理 21    5      4      2      -      3      3      2      -      2      
13在宅自己注射指導管理 431   84     42     50     35     41     45     56     51     27     
14在宅自己腹膜灌流指導管理 23    6      4      -      3      2      1      3      1      3      
15在宅血液透析指導管理 4     1      2      -      -      -      -      -      1      -      
16在宅酸素療法指導管理 320   57     35     40     26     31     33     34     39     25     
17在宅中心静脈栄養法指導管理 55    15     6      4      4      7      7      6      3      3      
18在宅成分栄養経管栄養法指導管理 70    19     8      7      8      5      4      10     5      4      
19在宅自己導尿指導管理 106   20     10     18     7      11     10     13     12     5      
20在宅人工呼吸指導管理 60    17     6      8      5      5      7      5      5      2      
21在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 111   28     9      18     9      10     11     13     8      5      
22在宅悪性腫瘍患者指導管理 38    4      4      1      2      6      7      7      6      1      
23在宅寝たきり患者処置指導管理 121   21     8      16     13     17     12     21     10     3      
24在宅自己疼痛指導管理 10    3      1      1      -      3      1      1      -      -      
25在宅肺高血圧症患者指導管理 6     1      1      -      -      1      2      1      -      -      
26在宅気管切開患者指導管理 41    9      1      7      1      5      6      7      3      2      
27寝たきり老人訪問指導管理 141   25     19     12     8      16     21     20     15     5      

二次医療圏 二次医療圏
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（図表１２）

在宅での看取り総数 203   32     11     14     6      24     42     22     39 13
うちがん 66    11     6      3      2      4      7      9      23     1
うち脳卒中 37    3      2      1      -      6      12     4      1      8
うち心筋梗塞 3     -      -      -      1      1      1      -      -      0

（図表１３）
医療機関数，地域連携クリティカルパス導入状況×二次医療圏別

二次医療圏

導入状況  計  水戸  日立
 常陸太
田・ひた
ちなか

 鹿行  土浦  つくば
 取手・
竜ヶ崎

 筑西・
下妻

 古河・
坂東

導入している 43    17     3      3      1      2      4      9      2      2      
うちがん 18    6      2      2      -      1      -      6      1      -      
うち脳卒中 19    7      2      2      -      1      2      3      1      1      
うち心筋梗塞 24    8      2      2      -      2      3      4      1      2      
うち糖尿病 19    4      2      2      1      1      1      5      2      1      

334   73     42     43     11     35     40     47     26     17     

導入していない、かつ当面導入の予定もない 1,074 196    75     105    87     127    135    151    115    83     
（図表１４）

医療機関数，他医療機関との診療情報や治療計画の共有状況×二次医療圏別
二次医療圏

 計  水戸  日立
 常陸太
田・ひた
ちなか

 鹿行  土浦  つくば
 取手・
竜ヶ崎

 筑西・
下妻

 古河・
坂東

共有している 266   54     15     29     15     30     33     48     26     16     
うちがん 171   37     13     17     10     15     17     33     19     10     
うち脳卒中 168   34     8      14     8      20     23     31     20     10     
うち心筋梗塞 165   32     10     14     8      15     22     33     20     11     
うち糖尿病 181   33     10     19     12     20     18     38     19     12     

341   72     42     40     21     37     34     46     29     20     

共有していない、かつ当面共有の予定もない 844   160    63     82     63     97     112    113    88     66     

二次医療圏

 共有してないが、概ね、5年以

内に共有できるようにしたい

共有状況

二次医療圏

 導入してないが、概ね、5年以

内に導入できるようにしたい



42 
 

（図表１５） 
がん相談支援センター 
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3. 茨城県総合計画（いきいきいばらき生活大県プラン）の地域医療充実プロジェクト 

総合計画の目的に「地域医療に従事する医師等の確保を促進するとともに、限られた医

療資源を有効に活用するため、医療機関の役割分担のもとに連携を進め、どこに住んでい

ても、安心して質の高い適切な医療を受けられる体制づくりを推進します」とある。そし

てその主な取り組み内容は下記の通りとなっている。 
① 医師等の医療従事者の確保 
② 救急医療（搬送）体制の充実 
③ 生活習慣病対策の充実 
④ がん対策の充実 
⑤ 感染症対策の充実 
⑥ 医療機関の役割分担と連携の推進 

以下第五次医療法改正を踏まえ茨城県の医療提供体制について検討する。 
第五次医療法改正（平成 19 年 4 月 1 日施行）は、従来の施設規制法の性格が強い医療法

から患者の視点に立って患者の利益を保護し、良質な医療を効率的に提供する事を目的と

している。そして「医療は患者を中心に医療提供施設がその役割に応じて効率的に福祉と

も連携を図りながら提供されなければならない」としている。 

 茨城県の二次医療圏は水戸、日立、常陸太田・ひたちなか、鹿行、土浦、つくば、取手・

竜ヶ崎、筑西・下妻、古河・坂東地区の９カ所に分かれている。そして医療圏ごとの医療

施設情報及び人口予測データ（資料提供㈱ウェルネス医療情報センター）をもとに分析す

ることとする。 
 ※医療圏とは 
一次医療圏は地域保健法、二次および三次医療圏は、医療法において定められている。 
一次医療圏とは、「健康管理、予防、一般的な疾病や外傷等に対処して、住民の日常生活

に密着した医療・保健・福祉サービスを提供する区域」をいい、一般的には市町村がこれ

に対応する。つまり、市町村ごとに医療計画を立て、住民検診を実施したり、母子保健事

業、介護保険など、住民の日常生活に身近な医療・保健のサービスを行うため、医療行政

では市町村単位をこのようにいう。 
二次医療圏とは、「特殊な医療を除く、入院治療を主体とした一般の医療需要に対応する

ために設定する区域」であり、主に病院の一般病床及び療養病床の整備を図る地域的単位

として設定するよう規定されている。一般的には、都道府県内をいくつか（都道府県の広

さや人口にもよるが、だいたい 5～10）のエリアに分けて、そのエリアごとに基準病床数な

どの計画を立てるためこう呼ぶ。そして一般的に医療圏と呼ぶ場合は、この二次医療圏を

指す。 
三次医療圏とは「一次医療圏や二次医療圏で対応することが困難で特殊な医療需要に対

応し、より広域なサービスを提供する区域」として定められており、一般的にはその都道

府県全域を指す。つまり、特殊な診断又は治療を必要とする医療で、①先進的な技術を必
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要とするもの ②特殊な医療機器の使用を必要とするもの ③発生頻度が低い疾病に関する

もの ④救急医療であって特に専門性の高いもの に対応するために都道府県単位で「がん拠

点病院」や「救命救急センター」などの配置計画など特殊な需要に対応するための医療計

画を立てるため、医療行政においては都道府県をこのようにいう。 

茨城県の二次医療圏を地図で示すと下記の通りである。 
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 次に９ブロックの医療圏を下記の二次医療圏別医療データ表から一般病床数を見ると水

戸医療圏が 4354 床と際立っている。また、精神病床は水戸（1392 床）、日立（1394 床）、

土浦（1185 床）、取手（1151 床）が多い。次に人口 10 万人対病院勤務医数は少ない方から

筑西・下妻（173 人）、鹿行（199 人）、常陸太田・ひたちなか（236 人）となっている。特

にブロックの面積を考えると常陸太田・ひたちなか地区、鹿行地区は病院勤務医数が少な

い。 
 さらに二次医療圏別高齢化グラフを見ると、2025 年につくば地区以外はすべて高齢化率

30％を超えると予測される。なかでも日立、常陸太田・ひたちなかは 2035 年に 37％以上

となる予測が出ている（資料提供㈱ウェルネス医療情報センター）。 
 また平成 23 年 2 月 28 日現在の病床過不足数は常陸太田・ひたちなか、古河・坂東が不

足しているが、他の地区はすべて病床過剰地域である。 
 

平成 23 年 2 月 28 日現在病床過不足数 
（単位：床）   

基準病床数 既存病床数

平成20年4月1日 平成23年2月28日

水戸医療圏 4,859 5,162 303
日立医療圏 2,124 2,615 491
常陸太田・ひたちなか医療圏 2,227 2,198 △ 29
鹿行医療圏 1,544 1,902 358
土浦医療圏 1,894 2,420 526
つくば医療圏 3,013 3,349 336
取手・竜ヶ崎医療圏 3,475 3,903 428
筑西・下妻医療圏 1,959 2,131 172
古河・坂東医療圏 1,492 1,382 △ 110

5,038 7,462 2,424
113 168 55
48 48 0感染症病床（県全域）

療
養
病
床
・
一
般
病
床

病床種別及び医療圏 過不足数

精神病床（県全域）
結核病床（県全域）
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二次医療圏別医療データ表（１）                         ㈱ウェルネス医療情報センターのデータを基に作成 
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二次医療圏別医療データ表（２） 
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二次医療圏別医療データ表（３） 


